
一宮市告示第２２５号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可を行ったので、同条第

１０項の規定に基づき告示する。 

 

令和７年 ４月３０日 

 

一宮市長 中 野 正 康 

１ 名称  

西割田自治会 

２ 規約に定める目的 

本会は、次の事業を行い、良好な地域社会を形成し、及び維持することを目的とする。 

(1) 回覧板の回付等地域内の住民相互の連絡 

(2) 美化・清掃等地域内の環境の整備 

(3) 集会施設の維持管理 

(4) 会員相互の親睦 

(5) 防災・防犯・交通安全活動 

(6) その他、本会の目的を達成するために必要なこと 

３ 区域 

(1) 一宮市木曽川町外割田の県道14号岐阜稲沢線（西尾張中央道）西側全域 

(2) 一宮市木曽川町外割田字郷間の全域 

(3) 一宮市木曽川町外割田四の通りの全域 

(4) 一宮市木曽川町外割田字寺前の道路113番西側区域及び93、94番 

(5) 一宮市木曽川町外割田字蓮池の道路153番南側から南端の水路までの区域 

(6) 一宮市木曽川町外割田二の通り79-1、91番 

(7) 一宮市木曽川町玉ノ井字流105、107、108番 

４ 事務所 

一宮市木曽川町外割田字西郷東154番地（西割田公民館） 

５ 代表者の氏名及び住所 

(1) 氏名 杉浦 公市 

(2) 住所 一宮市木曽川町外割田字西郷中34番地5 



６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無 

無 

７ 職務代行者の選任の有無 

無 

８ 代理人の有無 

無 

９ 認可年月日 

令和７年 ４月２８日 


